
　申告相談の日程表

≪還付申告≫
と　　　　き と　こ　ろ 対象地区

2 月16日㈫ ～ 3 月15日㈫
（土・日曜日・祝日を除く）

9：00～ 16：00 越前町役場 全地区

≪町県民税申告・確定申告≫
と　　　　き と　こ　ろ 対象地区

2 月16日㈫ ～ 3 月15日㈫
（土・日曜日・祝日を除く）

9：00～ 16：00 越前町役場 全地区

2 月18日㈭～ 19日㈮ 9：00～ 16：00 宮崎コミュニティセンター 宮崎地区

2 月23日㈫～ 24日㈬ 9：00～ 16：00 織田コミュニティセンター 織田地区

3 月 1 日㈫ ～ 2 日㈬ 9：00～ 16：00 越前コミュニティセンター 越前地区

申告のお願い
　申告期間中は、申告会場が大変混雑します。スムーズに申告を済ませるためにも、申告前に準備し、自分で出来
るだけ申告書を記入してください。また、必要な書類は必ず持参してください。
　なお、各コミュニティセンターの申告相談日は本庁の相談会場が混み合いますので、ご了承願います。
・農業所得や事業所得などの申告をされる人は、収支内訳書の記入
　（帳簿作成が義務付けられています）
・医療費控除を申告される人は、医療機関別、受診した人ごとに整理・集計
　（生命保険など各種助成金の受領額も集計してください）

青色申告や土地・株式の譲渡所得、山林所得などがある人は税務署で申告してください。

問合せ先　税務課　 ☎34‒8709

　

所
得
税
の
確
定
申
告
、
町
県
民
税
の
申

告
が
2
月
16
日
㈫ 
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

次
ペ
ー
ジ
の
申
告
相
談
日
程
表
を
参
考

に
、
該
当
す
る
人
は
必
ず
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

確
定
申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
確
定
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
を
利
用

し
て
作
成
で
き
ま
す
。
な
お
、
郵
送
や
電

子
申
告
（
ｅ‒

Ｔ
ａ
ｘ
）
で
提
出
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
が
必
要
な
人

・
1
か
所
か
ら
の
給
与
収
入
以
外
に
年

金
・
事
業
・
不
動
産
な
ど
20
万
円
を
超

え
る
所
得
が
あ
る
人

・
給
与
収
入
が
２
，０
０
０
万
円
を
超
え

る
人

・
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
2
か
所
以
上
か
ら
の

給
与
収
入
が
あ
り
、
年
末
調
整
を
し
な

か
っ
た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
事
業
・

不
動
産
な
ど
の
所
得
と
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
人

・
公
的
年
金
等
の
収
入
以
外
に
給
与
や
事

業
・
不
動
産
な
ど
20
万
円
を
超
え
る
所

所
得
税
・
町
県
民
税
の
申
告
の
時
期
で
す
！

得
が
あ
る
人

・
各
種
の
所
得
の
合
計
額
が
扶
養
控
除
や

基
礎
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額

を
超
え
る
人

・
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

て
い
る
扶
養
控
除
や
配
偶
者
控
除
な
ど

を
修
正
す
る
人

　
確
定
申
告
を
す
る
と
税
金
が
戻
る
人

　

確
定
申
告
を
す
れ
ば
、
納
め
過
ぎ
た
所

得
税
が
戻
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・
平
成
27
年
の
中
途
で
退
職
し
、
再
就
職

し
な
か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け
な

か
っ
た
人

・
源
泉
徴
収
税
額
の
あ
る
給
与
所
得
者
・

年
金
所
得
者
で
、
年
末
調
整
を
受
け
て

い
な
い
生
命
保
険
料
控
除
や
医
療
費
控

除
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

・
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
マ
イ

ホ
ー
ム
の
新
築
・
増
改
築
等
を
し
た
人

申
告
期
間　

…
…　

2
月
16
日
㈫
〜
3
月
15
日
㈫

　

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

　

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
の
公
的

年
金
収
入
は
、「
雑
所
得
」
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

　

公
的
年
金
収
入
額
が
４
０
０
万
円
以

下
で
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下
の
人
に
つ

い
て
は
、
確
定
申
告
は
不
要
で
す
が
、
町

県
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

　
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
に
記

載
さ
れ
て
い
な
い
配
偶
者
控
除
や
社
会
保

険
料
控
除
、
医
療
費
控
除
な
ど
の
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
申
告
が
必
要
で
す
。

　

町
県
民
税
申
告
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
1
月
1
日
現
在
、
越
前
町
に

住
所
が
あ
る
人
は
、
町
県
民
税
の
申
告
が

必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
町
県
民

税
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
確
定
申
告
を
す
る
人

・
給
与
所
得
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
役
場

に
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
人

・
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
の
み
で
、
所

得
控
除
を
追
加
し
な
い
人

・
前
年
中
に
所
得
が
な
く
、
同
一
世
帯
者

か
ら
扶
養
親
族
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い

る
人

　

申
告
を
し
な
い
と
…

　

所
得
・
課
税
証
明
書
の
発
行
が
で
き
ま

せ
ん
。

・
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

・
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

・
児
童
手
当
等
の
支
給

な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

　

申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
（
認
印
）

②
給
与
・
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
の

原
本

③
各
種
保
険
料
の
支
払
証
明
書
（
生
命

保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
国
民
年
金
保

険
料
）

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
医
療
費
の

領
収
書
・
寄
附
金
控
除
を
受
け
る
人
は

寄
附
金
の
受
領
証

⑤
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
障
害
者
手

帳
な
ど
の
証
明
書

⑥
還
付
を
受
け
る
人
は
本
人
名
義
の
金
融

機
関
の
通
帳

⑦
新
規
に
口
座
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ

る
人
は
、
本
人
名
義
の
通
帳
と
そ
の
届

出
印

申告書の作成は

「確定申告書等作成コーナー」で！！

　画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、所得税および復興特別
所得税、消費税および地方消費税の確定申告書や青色申告決算書などを作成できます。
　また、作成したデータは、 「e-Tax（電子申告）」を利用して提出できます。

※e-Tax の利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です。）ICカードリーダライタの購入などの事前
準備が必要です。

便利な

ww
w.nta.go.jp

でデータ通信！ 書面で提出！書面で提出！
e-Tax

または

国税庁
ホームページの

広報 えちぜん 8平成28年２月号

I n f o r m a t i o nえちぜん

広報 えちぜん9 平成28年２月号

町からのお知らせ


